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我が国の領海・排他的経済水域内での安全な漁業活動の実現を求める意見書

令和３年１月２２日の中国の全国人民代表大会において、領海警備に関する武器

使用を拡大する法律である「海警法」が可決・成立し、２月１日から施行された。

これにより、中国が一方的に主張する「領海」からの退去勧告に従わない船に対し

て即時の武器使用が可能となり、これによって、日本漁船の安全は極めて危険な状

態にさらされる可能性が高まった。

国においては、漁業者をはじめとする国民の生命・安全並びに日本の領土・領海

・排他的経済水域を守る立場から、中国公船の我が国領海内への侵入が繰り返され

ないよう外交ルートを通じて引き続き強く働きかけるとともに、我が国の漁業者が

安全に操業できるよう海上警備の一層の強化を行い、我が国の領海・排他的経済水

域における漁業活動の安全確保について、適切な措置を速やかに講じるよう強く要

請する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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